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高知県身体障害者福祉法施行細則

第５号様式（第５条関係）

（別紙）
　呼吸器の機能障害の状況及び所見
	（該当するものを○で囲んでください。）
１　身体計測
身長　　　　㎝　　　　　体重　　　　㎏
２　活動能力の程度
ア　激しい運動をした時だけ息切れがある。
イ　平坦な道を早足で歩く、あるいは緩やかな上り坂を歩く時に息切れがある。
ウ　息切れがあるので、同年代の人より平坦な道を歩くのが遅い、あるいは平坦な道を自分のペースで歩いている時、息切れのために立ち止まることがある。
エ　平坦な道を約100m、あるいは数分歩くと息切れのために立ち止まる。
オ　息切れがひどく家から出られない、あるいは衣服の着替えをする時にも息切れがある。
３　胸部エックス線所見（　　　年　　月　　日）
ア　胸膜癒着　　　　（無・軽度・中等度・高度）
イ　気 腫 化　　　　（無・軽度・中等度・高度）
ウ　繊 維 化　　　　（無・軽度・中等度・高度）
エ　不透明肺　　　　（無・軽度・中等度・高度）
オ　胸郭変形　　　　（無・軽度・中等度・高度）
カ　心縦隔の変形　　（無・軽度・中等度・高度）
４　換気の機能（　　　年　　月　　日）
ア　予測肺活量　　　　　・　　　L　（実測肺活量　　　　　　・　　　 L）
イ　１　秒　量　　　　　・　　　L　（実測努力肺活量　　　　・　　　 L）
ウ　予測肺活量１秒率　　　 ・　　％（＝eq \o \ac(\s \up 6(イ),―,\s \up-6(ア))×100）
（アについては、下記の予測式を使用して算出すること。）
　




高知県身体障害者福祉法施行細則

第５号様式（第５条関係）

（別紙）
呼吸器の機能障害の状況及び所見
	（該当するものを○で囲んでください。）
１　身体計測
身長　　　　㎝　　　　　体重　　　　㎏
２　活動能力の程度
ア　階段を人並みの速さで上がれないが、ゆっくりなら上がれる。
イ　階段をゆっくりでも上がれないが、途中休みながらなら上がれる。
ウ　人並みの速さで歩くと息苦しくなるが、ゆっくりなら歩ける。
エ　ゆっくりでも少し歩くと息切れがする。
オ　息苦しくて身の回りのこともできない。
３　胸部エックス線所見（　　　年　　月　　日）
ア　胸膜癒着　　　　（無・軽度・中等度・高度）
イ　気 腫 化　　　　（無・軽度・中等度・高度）
ウ　繊 維 化　　　　（無・軽度・中等度・高度）
エ　不透明肺　　　　（無・軽度・中等度・高度）
オ　胸郭変形　　　　（無・軽度・中等度・高度）
カ　心縦隔の変形　　（無・軽度・中等度・高度）
４　換気の機能（　　　年　　月　　日）
ア　予測肺活量　　　　　mℓ

イ　１　秒　量　　　　　mℓ

ウ　予測肺活量１秒率　　％（＝eq \o \ac(\s \up 6(イ),―,\s \up-6(ア))×100）
（ア及びウについては、次のノモグラムを使用します。）




	肺活量予測式（L）

　　男性　0.045×身長(cm)－0.023×年齢(歳)－2.258

　　女性　0.032×身長(cm)－0.018×年齢(歳)－1.178

　　（予測式の適応年齢は男性18-91歳、女性19-95歳であり、適応年齢範囲外の症例には使用しないこと。）

５　動脈血ガス（　　　　年　　月　　日）
ア　Ｏ2　分圧：　　　　　　 ・　　 Torr
イ　ＣＯ2分圧：　　　　　　 ・　　 Torr
ウ　pＨ 　 　：　　・　　　
エ　採血より分析までに時間を要した場合　　　時間　　　分
オ　耳 eq \o(\s\up 8(だ),朶)血を用いた場合（　　　　　　　　　　　　　　　）
６　その他の臨床所見
（削除）





	
５　動脈血ガス（　　　　年　　月　　日）
ア　Ｏ2　分圧：　　　　　　・　　Torr
イ　ＣＯ2分圧：　　　　　　・　　Torr
ウ　pＨ 　 　：　　・　　　　
エ　採血より分析までに時間を要した場合　　　時間　　　分
オ　耳 eq \o(\s\up 8(だ),朶)血を用いた場合（　　　　　　　　　　　　　　　）
６　その他の臨床所見
 eq \o\ad(ノモグラムの使い方,　　　　　　　　　　　　　)
１　(Ａ)と(Ｃ)とから(Ｂ)上にＢａｌｄｗｉｎの予測式による予測肺活量が得られます。(Ｂ)と(Ｄ)とから(Ｅ)上に予測肺活量に対する１秒率が得られます。

２　(Ｄ)を１秒量の代わりに実測肺活量とすれば、(Ｂ)と(Ｄ)とから(Ｅ)上にパーセント肺活量が得られます。

３　(Ｂ)に実測肺活量を代入すれば、(Ｂ)と(Ｄ)とから(Ｅ)上に通常の１秒率が得られます。



	（削除）



	



肝臓の機能障害の状態及び所見

	１　肝臓機能障害の重症度

	
	
	検査日（第１回）
	検査日（第２回）
	

	
	
	年　　月　　日
	年　　月　　日
	

	
	
	状態
	点数
	状態
	点数
	

	
	肝性脳症
	なし・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ
	
	なし・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ
	
	

	
	腹水
	なし・軽度・中程度以上
	
	なし・軽度・中程度以上
	
	

	
	
	おおむね　　　ℓ
	
	おおむね　　　ℓ
	
	

	
	血清アルブミン値
	g/dℓ
	
	g/dℓ
	
	

	
	プロトロンビン時間
	％
	
	％
	
	

	
	血清総ビリルビン値
	㎎/dℓ
	
	㎎/dℓ
	
	

	

	
	合計点数
	点
	点
	

	
	（○で囲む）
	5～6点・7～9点・10点以上
	5～6点・7～9点・10点以上
	

	
	肝性脳症又は腹水の項目を含む３項目以上における２点以上の有無
	有　・　無
	有　・　無
	

	注　１　90日以上180日以内の間隔をおいて実施した連続する２回の診断・検査結果を記載してください。

２　点数は、Child－Pugh分類による点数を記載してください。

	＜Child－Pugh分類＞
	１点
	２点
	３点
	

	
	肝性脳症
	なし
	軽度（Ⅰ・Ⅱ）
	昏睡（Ⅲ以上）
	

	
	腹水
	なし
	軽度
	中程度以上
	

	
	血清アルブミン値
	3.5 g/dℓ超
	2.8～3.5 g/dℓ
	2.8 g/dℓ未満
	

	
	プロトロンビン時間
	70％超
	40～70％
	40％未満
	

	
	血清総ビリルビン値
	2.0㎎/dℓ未満
	2.0～3.0㎎/dℓ
	3.0㎎/dℓ超
	

	注　１　肝性脳症の昏睡度分類は、犬山シンポジウム（1981年）によります。
２　腹水は、原則として超音波検査、体重の増減及びEQ \* jc0 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o(\s\up 8(せん),穿)刺による排出量を勘案して見込まれる量がおおむね１リットル以上を軽度、３リットル以上を中程度としますが、小児等の体重がおおむね40キログラム以下の者については、薬剤によるコントロールが可能なものを軽度、薬剤によってコントロールができないものを中程度以上とします。


（以下略）

肝臓の機能障害の状態及び所見

	１　肝臓機能障害の重症度

	
	
	検査日（第１回）
	検査日（第２回）
	

	
	
	年　　月　　日
	年　　月　　日
	

	
	
	状態
	点数
	状態
	点数
	

	
	肝性脳症
	なし・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ
	
	なし・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ
	
	

	
	腹水
	なし・軽度・中程度以上
	
	なし・軽度・中程度以上
	
	

	
	
	おおむね　　　ℓ
	
	おおむね　　　ℓ
	
	

	
	血清アルブミン値
	g/dℓ
	
	g/dℓ
	
	

	
	プロトロンビン時間
	％
	
	％
	
	

	
	血清総ビリルビン値
	㎎/dℓ
	
	㎎/dℓ
	
	

	

	
	合計点数
	点
	点
	

	
	３点項目の有無（血清アルブミン値、プロトロンビン時間及び血清総ビリルビン値）
	有　・　無
	有　・　無
	

	注　１　90日以上180日以内の間隔をおいて実施した連続する２回の診断・検査結果を記載してください。

２　点数は、Child－Pugh分類による点数を記載してください。

	＜Child－Pugh分類＞
	１点
	２点
	３点
	

	
	肝性脳症
	なし
	軽度（Ⅰ・Ⅱ）
	昏睡（Ⅲ以上）
	

	
	腹水
	なし
	軽度
	中程度以上
	

	
	血清アルブミン値
	3.5 g/dℓ超
	2.8～3.5 g/dℓ
	2.8 g/dℓ未満
	

	
	プロトロンビン時間
	70％超
	40～70％
	40％未満
	

	
	血清総ビリルビン値
	2.0㎎/dℓ未満
	2.0～3.0㎎/dℓ
	3.0㎎/dℓ超
	

	注　１　肝性脳症の昏睡度分類は、犬山シンポジウム（1981年）によります。
２　腹水は、原則として超音波検査、体重の増減及びEQ \* jc0 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o(\s\up 8(せん),穿)刺による排出量を勘案して見込まれる量がおおむね１リットル以上を軽度、３リットル以上を中程度としますが、小児等の体重がおおむね40キログラム以下の者については、薬剤によるコントロールが可能なものを軽度、薬剤によってコントロールができないものを中程度以上とします。


（以下略）

第10号様式（第８条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

様

高知県知事　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
却下決定通知書

年　　月　　日に申請がありました身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付については、下記の理由により却下することに決定しましたので、通知します。

記

（理由）

（教示）
１　この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、行政不服審査法の規定に基づき、高知県知事に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。）。

２　この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、行政事件訴訟法の規定に基づき、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者は、高知県知事となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。


第10号様式（第８条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

様

高知県知事　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
却下決定通知書

年　　月　　日に申請がありました身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付については、下記の理由により却下することに決定しましたので、通知します。

記

（理由）

（教示）
１　この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、行政不服審査法に基づき高知県知事に対して異議申立てをすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、異議申立てをすることができなくなります。）。

２　この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者は、高知県知事になります。）提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができます（なお、その決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、その決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。

（旧）





（新）





（新）





（旧）





新　　旧　　対　　照　　表　　
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